
地方独立行政法人に対する評価制度の見直しについて（「評価の基本的な考え方」の一部改正）

１　東京都における評価制度の現状 ３　変更後

４　当面のスケジュール

 ① 中期目標期間最終年度の前年度に事前評価を実施（必須）

 ② 組織・業務全般への意見を事前評価と一体的に実施し、次期中期目標へ反映

 ③ 中期目標期間終了後に中期目標期間評価と組織・業務全般の検討に対する

　　意見を実施

 ① 事前評価の義務付けを廃止

 ② 組織・業務全般の検討に対する意見と次期中期目標案への意見を同時聴取

 ③ 中期目標期間終了後の組織・業務全般の検討に対する意見は取り止め

　　（検討結果は既に次期中期目標に反映しているため）

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目（１年目）

組織・業務全般の検討
第三期中期目標策定
　　　　　第三期中期計画策定

事前評価

組織・業務全般
への意見

第三期中期目標
第三期中期計画

目標・計画案
へ意見

年度計画 年度計画 年度計画 年度計画年度計画

年度評価 年度評価年度評価 年度評価年度評価

　                             第二期中期目標・計画（５年間）

中期目標
期間評価

組織・業務全般の
検討報告

（必要に応じ所要の措置）

組織・業務全般の
検討に対する意見

●中期目標期間終了後に、組織・業務全般の検討結果を総括し、評価
委員会に付議しているが、時機を逸しており意義が希薄

２　現行制度における課題

●事前評価の実施を義務付けているため、分科会独自の手法による代
替は不可（二重に実施している場合は事務負担が過大）

※目標期間５年の場合 ※目標期間５年の場合

１年目 ２年目 ３年目 ４年目 ５年目 ６年目（１年目）

組織・業務全般の検討
（必要に応じ所要の措置）

第三期中期目標策定
　　　　　第三期中期計画策定

第三期中期目標
第三期中期計画

事前評価

年度計画 年度計画 年度計画 年度計画年度計画

　                             第二期中期目標・計画（５年間）

中期目標
期間評価

年度評価 年度評価年度評価 年度評価年度評価

目標達成状況の確認・次期目標検討に資す
る意見の実施方法を分科会が選択
　・中期計画の進行状況を踏まえた年度評価
　・分科会での意見交換会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

目標・計画案
へ意見

組織・業務全般の
検討に対する意見

組織・業務全般
への意見

○　平成２６年度以降、第二期中期目標期間の終了時における評価等の取組が順次開始

○　第一期目標期間終了時における取組と課題を踏まえ、評価制度の簡素・効率化を検討

●検討の結果、評価方法を見直す場合は、各分科会で定める「業
務実績評価方針及び評価方法」について改正

●各分科会において、改正後の評価の基本的な考え方を基に、各
法人の評価方法を検討

資料６


	幹事会決定後

